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新規／
 拡充／
継続

項目 取組事項 令和６年度　実績 令和７年度　取組方針

継続 ① 障害者雇用推進者
障害者雇用推進者（警務部長）の下、岐阜県警察障がい者活躍推進計画（以下「計画」という。）
に基づく取組を着実に進めます。

障害者雇用推進者の下、計画に基づく
取組を着実に進めました。

継続 ①
【第２期計画】
障害者雇用推進者

障害者雇用推進者（警務部長）の下、第２期岐阜県警察障がい者活躍推進計画（以下「計画」とい
う。）に基づく取組を着実に進めます。

引き続き、障害者雇用推進者の下、計
画に基づく取組を着実に進めていきま
す。

継続 ② 「障がい者活躍推進チーム」の設置
障害者雇用推進者、警務部警務課長、警察本部関係各所属長及び障がいのある職員で構成する「障
がい者活躍推進チーム」を設置し、計画の実施状況のフォローアップ等を行います。

「障がい者活躍推進チーム」内におけ
る情報共有を密にし、計画の実施状況
に係るフォローアップ等を行いまし
た。

継続 ②
【第２期計画】
「障がい者活躍推進チーム」の設置

障害者雇用推進者、警務部警務課長、警察本部関係各所属長、障害者職業生活相談員及び障がいの
ある職員で構成する「障がい者活躍推進チーム」を設置し、計画の実施状況のフォローアップ等を
行います。

引き続き、「障がい者活躍推進チー
ム」による、計画の実施状況に係る
フォローアップ等を実施していきま
す。

継続 ③ 「障がい者雇用連絡会議」の強化
障がいのある職員が働きやすく、継続して勤務できる職場環境づくりに向けた県知事部局等との連
携を進めます。

知事部局主催の障がい者雇用連絡会議
（担当者会議）において、合同研修会
の開催内容を議論するとともに、障が
い者の任用状況や第２期障がい者活躍
推進計画の策定について、情報共有を
行いました。

引き続き、障がいのある職員が働きや
すく、継続して勤務できる職場環境づ
くりに向けた知事部局等との連携を進
めていきます。

継続 ④ 「障害者職業生活相談員」の充実
障害者職業生活相談員に選任された者（選任予定の者を含む。）について、岐阜労働局が開催する
障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させ、人員の充実を進めます。

職員１人に障害者職業生活相談員資格
認定講習を受講させ、人員の充実を図
りました。

令和７年度中も、計画的に障害者職業
生活相談員資格認定講習を受講させ、
人員の充実を進めていきます。
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項目 取組事項 令和６年度　実績 令和７年度　取組方針

継続 ① 面談等を通じた障がい特性等の認識共有
期首面談など定期的な面談を通じ、障がいの特性やスキル、得意分野や希望など、職員本人と職場
との間で認識を共有し、業務とのマッチングにつなげます。

所属幹部による定期的な面談や平素か
らの声掛け・傾聴（筆談等）を通じ
て、現業に対する意見・要望の聴取を
行ったほか、健康状態や症状等の把
握、遂行可能な業務等の確認も行い、
これらの情報を幹部間で共有しまし
た。

引き続き、定期的な面談や平素からの
声掛け、幹部間の情報共有を行い、症
状等の変化や意向等を把握するととも
に、障がいの特性やスキルなど、職員
本人との間で認識を共有し、業務との
マッチングにつなげていきます。

継続 ② 「障害者職業生活相談員」の活用 障害者職業生活相談員が、必要に応じて、業務に関する助言を行います。
面談等の機会を通じて、障害者職業生
活相談員が、業務の進め方等に対する
助言を行いました。

引き続き、障がい特性やスキル等に応
じた業務に関する助言を行っていきま
す。

継続 ③ 業務の創出に向けた調査の実施
障がいのある職員に適した業務の掘り起こしや複数作業の組合せによる新規業務創出のための調査
を行います。

定期的な面談の中で、当該職員の希望
する業務や遂行可能な業務、進め方等
を確認し、新規業務の創出に取り組み
ました。

引き続き、面談等を通じた本人からの
意見聴取を行い、能力を最大限に発揮
できる業務の掘り起こしや振り分け、
新規業務の創出に努めていきます。

「岐阜県警察障がい者活躍推進計画」に基づく令和６年度の取組状況等

【現　　状】令和６年度の障がい者雇用率（警察）　３.６４％（令和６年６月１日時点における雇用率）

　推進体制の整備

　職務の選定

【計画目標】第１期計画期間の最終年度における障がい者雇用率　３.０％以上（令和６年６月１日時点における雇用率）

【計画期間】第１期計画：令和２年４月１日から令和７年３月31日まで／第２期計画：令和７年４月１日から令和12年３月31日まで
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継続 ① 障がいに関する理解促進・啓発のための研修 研修会の実施を通じ、障がい特性の理解やサポートに係る職員の理解促進等につなげます。

障がいのある職員が働く所属の次席、
警務課長及び本部人事担当者が、動画
配信による「障がい者雇用合同研修
会」を受講し、障がい特性の理解やサ
ポート・合理的配慮に係る職員の理解
促進等につなげました。

継続 ①
【第２期計画】
障がいに関する理解促進・啓発のための研修

研修会の実施を通じ、障がい特性の理解や職場内での協力体制、サポートに係る職員の理解促進等
につなげます。

引き続き、実施される研修会を通じ
て、障がい特性の理解や職場内での協
力体制、サポートに係る職員の理解促
進等につなげていきます。

継続 ②
障がいに関する理解促進等に関するマニュア
ルの活用

「障がい者雇用に関するＱ＆Ａ」や「障がいのある方への配慮マニュアル」を活用し、障がい特性
を理解した上での適切な配慮の実施等につなげます。

「障がい者雇用に関するＱ＆Ａ」や
「障がいのある方への配慮マニュア
ル」等を活用した適切な配慮の実施に
つなげたほか、所属内におけるミー
ティングを通じた合理的配慮の方向性
における意思統一にも努めました。

引き続き「障がい者雇用に関するＱ＆
Ａ」や「障がいのある方への配慮マ
ニュアル」等を活用した適切な配慮の
実施等につなげていくとともに、ミー
ティング等を通じた合理的配慮の方向
性に関する意思統一も継続して行って
いきます。

継続 ③
定期的な面談等を通じた必要な配慮の把握と
継続的に必要な措置の実施

期首面談などの定期的な面談を通じ、本人の障がいの特性に応じた配慮を把握し、個別具体的な措
置を講じていきます。

定期的な面談等を通じ、障がいの特性
に応じた配慮の把握や思考的・行動的
特性に応じた合理的配慮の方向性につ
いて意思統一を図りました。

引き続き、定期的な面談等を実施し、
障がいのある職員自身の特性や要望に
ついて所属内で情報共有して具体的な
措置を講じていきます。

継続 ④ 各所属の次席・警務課長等による相談
障がいのある職員の一番身近な支援担当者として、各所属の次席、警務課長等が、必要に応じて面
談等を行うとともに、解決に向けて、障害者職業生活相談員と連携を図ります。

障がいのある職員が働く所属の支援担
当者（次席・警務課長等）が、障がい
のある職員との面談や積極的な声掛け
を行うなどして、体調や業務進捗等の
把握に努めるとともに、不安等があれ
ば厚生課の保健師や健康管理医とも連
携して不安等の解消に努めました。
また聴取しやすい雰囲気や環境づくり
を行い障がいのある職員から本音を聞
き出すとともに、希望する職種に必要
な検定も取得させるなどし、職域能力
の拡充にも努めました。
さらに支援担当者に対しては、障がい
に関する理解を深めてもらうことや必
要な情報共有を行うことを目的とし
た、岐阜県警察障がい者活躍推進検討
部会長（警務部監察官）による面談を
実施しました。

引き続き、障がいのある職員に対する
支援担当者による面談や、保健師・障
害者職業生活相談員との連携による心
身の安定に配慮していくとともに、積
極的な声掛けを糸口とした「何でも話
せる・話しやすい関係」の構築にも努
めていきます。

新規 ⑤
【第２期計画】
各所属の次席・警務課長等による相談

「障がい者雇用に関するＱ＆Ａ」の活用により、障がい特性の理解などを踏まえた適切な業務目標
の設定に取り組みます。

「障がい者雇用に関するＱ＆Ａ」の活
用や障がいのある職員との話し合いを
通じて適切な業務目標を設定するとと
もに、進捗状況についても確認しなが
ら目標達成に向けた支援を行っていき
ます。

　環境整備・サポート体制

（１）
職場環境



継続 ⑤ 多様な相談先との連携
健康管理医や保健師のほか、地域の就労支援機関や労働局、公共職業安定所などの外部の多様な相
談先との連携を図り、様々な相談に対応できる体制を構築します。

支援担当者を中心に所属職員が積極的
なコミュニケーションを図るととも
に、不安等を把握した場合に備えて、
保健師や健康管理医との連携も図りま
した。
またハローワークとも連携し、障がい
のある職員の就労後における勤務状況
等の共有も行いました。

拡充 ⑥
【第２期計画】
多様な相談先との連携

警察産業医や保健師など部内の相談体制を充実させるほか、地域の就労支援機関や労働局、公共職
業安定所などの外部の多様な相談先との連携を図り、様々な相談に対応できる体制を構築します。
また、本人が希望する場合には、「配慮希望事項共有シート」の活用等により、地域の就労支援機
関や医療機関などと情報共有し、適切な支援や配慮を講じます。

引き続き、障がいのある職員の体調等
の把握に努め、心身の安定に配慮して
いくとともに、関係機関との連携も継
続し、本人の希望を踏まえつつ必要に
応じて相談先の提案・紹介を行ってい
きます。
また「配慮希望事項共有シート」を適
宜活用し、多様な相談先との連携も推
進していきます。

継続 ⑥
障がい特性に配慮した施設の整備や福利厚生
施設の整備等

多目的トイレの設置など、安心して利用できる施設の整備に計画的に取り組むとともに、休憩施設
等の利用の周知を図ります。

警察署、交番・駐在所の改築に当た
り、出入口のバリアフリー化のほか、
自動ドア（交番のみ）・ローカウン
ター・客溜を整備しました。
【整備交番等】
　多治見警察署
　養老警察署　多芸駐在所
　大垣警察署　三城交番
　関警察署　　美濃交番
　　　　　　　美濃和紙の里会館前
　　　　　　　駐在所

継続 ⑦
【第２期計画】
障がい特性に配慮した施設や福利厚生施設の
整備等

バリアフリートイレの設置及び改修など、安心して利用できる施設の整備に計画的に取り組むとと
もに、休憩施設等の利用の周知を図ります。

今後もバリアフリー法に則して、障が
いのある職員等に配慮した施設づくり
を図っていきます。

継続 ⑦ 障がい特性に応じた就労支援機器の導入 障がいの特性に応じ、業務の遂行に必要な機器の調達を検討します。
障がいの特性に応じたニーズの把握に
努めました。

継続 ⑧
【第２期計画】
障がい特性に応じた就労支援機器の導入

障がいの特性に応じ、業務の遂行に必要な機器を調達し、職場環境の整備に努めます。
引き続き、障がいの特性に応じたニー
ズを把握しながら、必要に応じて就労
支援機器の導入を進めていきます。

継続 ① 採用試験の周知
地元大学、特別支援学校等に、障がい者を対象とした職員採用試験を案内するなど、障がいのある
人が必要な情報を得られるよう対応します。

地元大学、特別支援学校等にメール又
は郵送で採用試験案内を送付しまし
た。

継続 ①
【第２期計画】
採用試験の広報

近隣県の大学・短期大学、県内の高等学校及び特別支援学校等に、障がい者を対象とした職員採用
試験を案内するなど、障がいのある人が必要な情報を得られるよう対応します。

引き続き、近隣県の大学・短期大学、
県内の高等学校及び特別支援学校等へ
の広報に努めていきます。

継続 ② 点字版の試験案内の作成 点字による採用試験案内を作成し、配布します。
県立岐阜盲学校に点字の採用試験案内
を配布しました。

引き続き、点字による採用試験案内を
作成し、希望者へ配布していきます。

（２）
募集・採用

（１）
職場環境



継続 ③ 募集案内時の対応
募集案内の県ホームページ掲載に当たっては、ウェブアクセシビリティを確保するとともに、ハ
ローワーク等を通じた募集を行うなど、障がい者が必要な情報を得られやすい募集に取り組みま
す。

障がい者を対象とした職員の募集に当
たってはホームページ掲載時における
ウェブアクセシビリティを確保すると
ともに、会計年度任用職員の募集に当
たっては募集所属によるハローワーク
及びホームページを通じた募集を行
い、必要な情報を障がい者が得られや
すい募集としました。

ホームページにおけるウェブアクセシ
ビリティの確保はもちろんのこと、障
がい者が必要な情報を得られやすい募
集に取り組むとともに、採用申込みに
おける不安感を可能な限り取り除くこ
とができるよう、ハローワークと連携
した募集に取り組みます。

継続 ④ 採用選考時の対応
点字、音声読み上げソフトの使用等による出題、口述試験時の就労支援機関等職員の同席を可能と
するなどの合理的配慮の提供に取り組みます。

「取組事項」に掲げる合理的配慮の提
供に取り組みました。

引き続き、採用試験の対応における取
組を実施します。

継続 ⑤
障がいに関する理解促進等に関するマニュア
ルの活用【再掲】

「障がい者雇用に関するＱ＆Ａ」や「障がいのある方への配慮マニュアル」を活用し、障がい特性
を理解した上での適切な配慮の実施等につなげます。
【再掲：（１）職場環境②「障がいに関する理解促進等に関するマニュアルの活用」】

障がいのある職員が働く所属におい
て、「障がい者雇用に関するＱ＆Ａ」
や「障がいのある方への配慮マニュア
ル」等を活用した、障がい特性の理解
と、適切な配慮の実施に努めました。

引き続き、「障がい者雇用に関するＱ
＆Ａ」や「障がいのある方への配慮マ
ニュアル」等を活用するとともに、必
要に応じて、所属ごとの個別相談に対
応することで、適切な募集・採用手続
につなげていきます。

継続 ① 障がい特性等を踏まえた人事配置
定期的な面談を通じ、障がいの特性や能力、希望等を把握した上で、適切な配置となるよう努めま
す。

身上面接や逐次の面談、平素からの積
極的な声掛けや傾聴を通じて健康状態
や現業に対する意見・要望を聴取し、
所属幹部との情報共有を図った上で、
障がいのある職員の特性や能力、希望
等に応じた適正配置に努めました。

引き続き、障がいのある職員の特性と
希望に配慮した上で、職員の能力が最
大限発揮できる適正な人事配置に努め
ていきます。

継続 ② 各種休暇の取得促進
治療と仕事の両立に向け、障がいの程度や状況に応じた休暇が安心して取得できるよう、職場全体
で各種休暇の取得を促進します。

障がいのある職員に対して、各種休暇
制度の説明を行うとともに、職員が安
心して休暇取得できる雰囲気づくりと
業務管理を進めました。

障がいのある職員が安心して休暇取得
できるよう、サポート体制の構築など
様々な取組を実践し、引き続き、職場
全体における各種休暇の取得を推進し
ていきます。

継続 ③ 定着率の向上 不本意な離職者を極力生じさせないようにすることで、定着率の向上を図ります。

令和６年６月１日時点の職員のうち、
令和７年６月１日時点までに離職（退
職、任期満了、自己都合（転職、一般
就労等）を含む。）した者は２人（一
般職員１人（自己都合）、会計年度任
用職員１人（任期満了））でした。
※不本意な離職（職場環境等を理由と
した離職）なし

職場環境等を理由とした不本意な離職
者を極力生じさせないよう、職場環境
の整備を引き続き進めます。

新規 ④
【第２期計画】
テレワークの活用

業務効率や県民サービスの低下につながらないことを前提に、在宅等勤務の活用を周知します。

障がいのある職員の特性に応じた業務
を分析し、本来業務のほかに二次的業
務で仕事を見いだせないかを洗い出し
た上で、障がいのある職員の意見や要
望も踏まえて、在宅業務に活用してい
くよう努めます。

（２）
募集・採用

（３）
働き方
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新規／
 拡充／
継続

項目 取組事項 令和６年度　実績 令和７年度　取組方針

継続 ① 障害者優先調達推進方針に基づく調達
毎年度策定する「岐阜県障害者優先調達推進方針」に基づく取組を進めるとともに、中長期的な観
点から調達内容の充実に資する取組を進めます。

令和６年度は92,400千円を調達目標と
して取組を進めています。
（令和５年度の調達実績（96,312千
円）

令和６年度の実績を踏まえ、引き続
き、中長期的な観点から調達内容の充
実に資する取組を進めます。

継続 ② 「ハート購入制度」に基づく調達
県独自の「ハート購入制度」を活用した調達について、中長期的な観点から調達内容の充実に資す
る取組を進めます。

障害者雇用努力企業、在宅就業支援団
体及び特例子会社を対象とする令和６
年度の発注見通し金額を22,791千円
（前年度比5,375千円増）と設定し、取
組を進めています。

令和６年度の実績を踏まえ、引き続
き、中長期的な観点から調達内容の充
実に資する取組を進めます。

継続 ③ 障がい者雇用に取り組む事業者の評価
プロポーザル方式などを用いた発注事業の評価において、障がい者雇用に取り組む事業者への加点
を推奨します。

プロポーザル方式による事業発注に当
たり、SDGs達成に向けた社会面の取組
として「障がい者雇用」に取り組んで
いる事業者への加点を推奨し、多くの
事業において評価項目として採用され
ています。

民間における障がい者の活躍を促進す
るため、引き続き、各所属に、プロ
ポーザル方式による事業発注におい
て、障がい者雇用に取り組む事業者へ
の加点を推奨します。

　優先調達


